
令和８年度 嘉手納町海外短期留学派遣事業 募集要項 

 

 

１ 目的 

嘉手納町の次代を担う中高校生を海外に派遣することにより、その国の風土及び文化、

歴史を学び、青少年の親善交流を通して相互理解を深め、国際性豊かな人材育成並びに

将来国際社会に適応する能力と資質及び英語力の向上を図ることを目的としています。 

 

２ 派遣先 

 アメリカ合衆国ワシントン州 

 

３ 派遣及び研修期間  ※派遣内容等は、変更となる場合もございます。 

（１）派遣期間 令和 8 年 7 月 11 日（土）～31 日(金)  

※学校によっては、夏休み前から出発する場合があります。 

（２）派遣内容 午前：学校での語学授業 午後：課外活動 

（３）オリエンテーション及び学習会 令和 8 年 5 月～6 月 

（４）報告会等 令和 8 年 9 月～10 月 

 

４ 派遣人数 

 おおむね 10 人 

 

５ 応募資格 

  嘉手納町在住で、次の条件を満たす者としています。 

（１）日本の国籍を有し、令和７年４月１日時点で嘉手納町に住民登録をしていること。 

（２）派遣及び研修期間中に、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく、中学校、

高等学校又は中等教育学校に在学していること。 

（３）英語圏での生活経験者及び日常生活で英語を使用する環境でない者 

（４）心身ともに健康で、派遣期間中の海外生活に耐え、団体行動のとれる協調性のある

者 

（５）海外体験学習に意欲的で、郷土文化、歴史、異文化交流等に興味がある者 

（６）公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定試験 3 級程度の語学力

のある者 

（７）保護者の同意及び在学する学校の長の推薦が得られる者 

（８）この事業により派遣されたことのない者 

 

６ 経費 

（１）人材育成会は、派遣費の 7 割を負担し、派遣生は派遣費の 3 割を負担する。ただし、

派遣生が負担する額（以下「派遣生負担額」という。）の上限を 15 万円とし、これを

超過した金額については人材育成会が負担する。 

（２）要保護世帯（生活保護世帯）又は準要保護世帯として認定されている場合、派遣費

の全額を人材育成会が負担する。 

（３）人材育成会は、派遣生が派遣生負担額を支払うことができないと認める場合、派遣

費の全額を負担する。 

（４）派遣生負担額については、人材育成会に支払うものとする。 



（５）派遣決定後、派遣生個人の理由又は資格取消しにより辞退する場合は派遣生負担額

の返金はしない。 

（６）（５）の派遣生個人の理由等によるキャンセル料金や航空旅費等が派遣生負担額を超

える場合は、全額派遣生負担とする。 

（７）派遣費に含まれるものは次のとおりとする。 

① 派遣に係る交通機関の利用運賃（航空運賃及びバス賃貸料） 

  ② 空港施設費用、燃料サーチャージ料 

③ プログラム内での課外活動費用及び見学費用 

  ④ 寮費及び食事代 

  ⑤ 語学研修授業料及び教材費 

  ⑥ 渡航手続き代行費用 

  ⑦ オリエンテーション及び学習会に要する費用（テキスト代） 

  ⑧ 特別保証責任保険 

（８）次の費用については、全ての派遣生について別途個人負担とする。 

① 旅券（パスポート）取得に関わる費用（印紙、証紙代及び ESTA 取得費） 

② 超過航空手荷物料金 

③ 自宅から集合、解散場所までの交通費等 

④ その他個人的経費（荷物宅配料、電話、切手、クリーニング、土産、任意保険等） 

 

７ 派遣生の責務 

  派遣決定後から派遣前後及び派遣中の健康管理、荷物の管理等については、自己の責

任において行うこと。 

 

８ 申込書の配布場所及び提出先 

配布場所：嘉手納町人材育成会（嘉手納町役場２階 社会教育課内） 

（嘉手納町役場のホームページでも確認できます。） 

  配布期間：令和 8 年 3 月 9 日（月）～4 月 15 日（水） 

提出期間：令和 8 年 4 月 1 日（水）～ 15 日（水）必着 

【土日祝祭日は除く】 

9 時～17 時 【12 時～13 時は除く】 

提出場所：嘉手納町人材育成会（嘉手納町役場２階 社会教育課内） 

       〒904‐0293 嘉手納町字嘉手納 588 番地 

        TEL：956‐1111（内線 267・266・265） 

 

９ 事業説明会 ※申込不用です。お気軽にご参加ください 

 （１）日 時 令和 8 年 4 月 6 日（月）19 時 

 （２）場 所 嘉手納町役場 地下展示室 

 （３）対象者 当事業参加希望の生徒及びその保護者 

 

10 提出書類  ※全て黒ボールペンでご記入ください 

 （１）令和 8 年度嘉手納町海外短期留学派遣事業参加申込書（様式第 1 号） 

 （２）令和 8 年度嘉手納町海外短期留学派遣事業推薦書（様式第 2 号） 

    ※開封無効 （4 月から新 1 年生となる場合は、3 月までの学校の担任等へ依頼可） 

（３）作文（原稿用紙 2 枚、日本語での記載） 



    テーマ「海外短期留学への意欲と今後の目標」 

※1 行目には「学校名、学年、氏名」を記載 

 （４）住民票謄本（本籍、続柄の表示のあるもの：申請者及び家族全員）※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ省略 

 （５）滞納なし証明書（保護者（生計同一で、監護や養育の義務を負う者）全員分） 

 （６）英語に関する資格を有する場合は、それを証明できる書類 

 

11 選考方法 

  提出書類及び面接（日本語と英語） 

 

12 選考試験の日時等 

 日時：令和 8 年 4 月 25 日（土） 

 場所：嘉手納町役場２階 中会議室及び庁議室 

 服装：各学校の制服 

※申込者が多数の場合は、4 月 25 日（土）・26 日（日）の二日間で選考試験を実施する

こともございます。 

※受験票については、4 月 19 日（日）までに申込書内の住所へ郵送予定。 

 

13 選考結果の通知 

  令和 8 年 5 月 15 日（金）までに文書で通知します。 

 ※受験結果については学校側にも通知しますので、予めご了承ください。 

 

14 その他 

  世界情勢の変化や気象状況によっては、派遣生の安全確保を最優先に考え、本事業を

中止することもあります。 

  海外研修出発前に、派遣生に健康上の理由又は派遣生として不適切な事由が生じた場

合、その資格は取り消されることもあります。 

   

15 この事業については、一部民間事業者へ委託しており、県内 9 市町村が合同で実施す

る内容となります。合格者（派遣生）向けの第 1 回オリエンテーションは中城村で実施、

第 2 回及び第 3 回オリエンテーションは嘉手納町役場で実施予定です。 

※合格者は、後日下記の書類を提出していただきます。 

   ①事業者用申込書類一式 

   ②パスポートの写し 

 


